
  

一 

令和 5 年 12 月 8 日 (金曜日) 千 葉 県 報 号外第９０号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

公
安
委
員
会
規
則 

○ 

千
葉
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

規

則 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 
 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
六
十
六
号 

 
 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則

昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
規
則
第
二
十
九
号

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る

 

 

別
表
第
二
第
五
十
四
号
ヘ
中

譲
渡
許
可
申
請
手
数
料

の
下
に

猟
銃
用
火
薬
類
等

火
薬
類
取

締
法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
火
薬
類
を
い
う

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ

に
係
る
も
の
を
除
く

を
加
え

同
号
ト
中

譲
受
許
可
申
請
手
数
料

の
下
に

猟
銃

用
火
薬
類
等
に
係
る
も
の
を
除
く

を
加
え

同
号
チ
を
削
り

同
号
リ
中

輸
入
許
可
申
請
手
数

料

の
下
に

猟
銃
用
火
薬
類
等
に
係
る
も
の
を
除
く

を
加
え

同
号
中
リ
を
チ
と
し

ヌ
を

リ
と
し

ル
を
ヌ
と
し

ヲ
を
ル
と
し

ワ
を
ヲ
と
し

カ
を
ワ
と
し

同
表
第
百
二
号
か
ら
第
百
五
号

ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 

百
二
か
ら
百
五
ま
で 

削
除 

 

別
表
第
二
第
百
六
号
中
イ
か
ら
レ
ま
で
を
削
り

ソ
を
イ
と
し

ツ
を
ロ
と
し

ネ
を
ハ
と
し

同
表

第
百
七
号
か
ら
第
百
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 

百
七
か
ら
百
十
ま
で 

削
除 

 
 

 

附 

則 

 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
規
則
は

令
和
五
年
十
二
月
十
日
か
ら
施
行
す
る

 

 

令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
手
数
料
の
納
入
方
法
に
関
す
る
特
例

 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は

改
正
前
の
使
用
料
及
び
手

数
料
条
例
施
行
規
則
別
表
第
二
第
五
十
四
号
へ
か
ら
リ
ま
で

第
百
二
号
か
ら
第
百
五
号
ま
で

第
百

六
号
イ
か
ら
レ
ま
で
及
び
第
百
七
号
か
ら
第
百
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
手
数
料

同
表
第
五
十
四
号
へ

ト
及
び
リ
に
掲
げ
る
手
数
料
に
あ

て
は

火
薬
類
取
締
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号

第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
火
薬
類
に
係
る
も
の
に
限
る

に
つ
い
て
は

改

正
後
の
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

千
葉
県
収
入
証

紙
で
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

  

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
六
十
七
号 

 
 

 

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
財
務
規
則

昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
十
三
号
の
二

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る

 

 

別
表
第
四
出
納
局
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

12 

月

8

日 

号 
 

外 

 

警

察

本

部

総

務

部

広

報

県
民
課 

警
察
本
部
に
お
け
る
行

政
文
書
及
び
個
人
情
報

の
開
示
並
び
に
情
報
の

提
供
に
係
る
税
外
諸
収

入
金
の
収
納
事
務 

 
 

警

察

本

部

警

務

部

監

察

官
室 

警
察
本
部
に
お
け
る
行

政
不
服
審
査
法
に
お
け

る
書
面
の
写
し
等
の
交

付
に
係
る
手
数
料
に
関

す
る
条
例
に
規
定
す
る

手
数
料
の
収
納
事
務 
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千 葉 県 報 号外第９０号 令和 5 年 12 月 8 日 (金曜日) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

広
報
県
民
課
情
報
公
開
・
個
人
情
報
係
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

監
察
官
室
訟
務
係
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

会
計
課
の
現
金
の
収
納
事
務
を
担
当
す
る
上
席
の
職
員

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

令
和
五
年
十
二
月
十
日
か
ら
施
行
す
る

 

公

安

委

員

会

規

則 

 
 

 
 

        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

                           
 

 
 

  

警

察

本

部

総

務

部

会

計

課 

一 

警
察
本
部
に
お
け

る
使
用
料
及
び
手
数

料
条
例

昭
和
三
十

一
年
条
例
第
六
号

に
定
め
る
手
数
料
の

収
納
事
務 

二 
警
察
本
部
に
お
け

る
行
政
不
服
審
査
法

に
お
け
る
書
面
の
写

し
等
の
交
付
に
係
る

手
数
料
に
関
す
る
条

例
に
規
定
す
る
手
数

料
の
収
納
事
務 

三 

警
察
本
部
に
お
け

る
行
政
文
書
及
び
個

人
情
報
の
開
示
並
び

に
情
報
の
提
供
に
係

る
税
外
諸
収
入
金
の

収
納
事
務 

 
 

 

 

に
改
め
る

 

 

別
表
第
五
警
察
本
部
の
項
中 

 
 

を 

 
千

葉
県

道
路

交
通

法
施

行
細

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

こ
こ

に
公

布
す

る
。

 

 
 

令
和

５
年

１
２

月
８

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

羽
 

田
 

 
 

 
明

 
 

 

千
葉

県
公

安
委

員
会

規
則

第
１

２
号

 

 
 

 
千

葉
県

道
路

交
通

法
施

行
細

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
 

 
千

葉
県

道
路

交
通

法
施

行
細

則
（

昭
和

３
５

年
千

葉
県

公
安

委
員

会
規

則
第

１
２

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
別

記
第

１
１

号
様

式
の

３
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
 

 

・
住

民
票
（

本
籍

　
あ

り
・

な
し

）
・
マ

イ
ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
・

表
示

変
更

証
明

書
（
　

本
　

・
　

住
　

）

・
在

留
カ
ー

ド
・

保
険

証
（

　
国

保
　

・
　

そ
の

他
　

）
・

そ
の

他
（

)

　
 
県

外
照

会
先

　
：

中型二

普通二

大特二

けん引二

大自二

普自二

小特

原付

けん引

大型二
免

許
種

別
大型

中型

準中型

普通

大特

公
安

委
員
会

初
回
交
付

日

交
付

番
号

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日
　

－
　

　
　

　
　

　
　

－
　

　
１

　
　

２
　

　
３

取
消
日

取
消
番
号

免
許

証
番

号

9

亡
失

盗
難

焼
失

滅
失

汚
損

破
損

記
載

事
項
・

条
件
変
更

写
真
変
更

そ
の

他

呼
び
名

再
交

付
申

請
理

由
1

2
3

4
5

6
7

8

6
7

8

住
所

氏
名

氏
名

住
所

本
籍

本
籍

住
所

氏
名

本
籍

氏
名
・
本

籍
・

住
所

変
更

内
容

1
2

3
4

5

確
認

書
類

交
付

年
月

日
照

会
番

号
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日
　

－
　

　
　

　
　

　
　

－
　

１
　

　
２

　
　

３

照
会
結
果

照
会

日
時

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

県
内

取
消

　
　

県
外

取
消

　
　

県
内

失
効

　
　

県
外

失
効

変更部分のみ記入

フ
リ

ガ
ナ

新
氏

名

新
住

所

生
年

月
日

電
話

番
号

本
籍
・

国
籍
等

(
Ｉ
Ｃ

本
籍
)

住
所

申
請
日

手
数
料

フ
リ
ガ
ナ

性別
氏
名

運
転

経
歴

証
明

書
交

付
・

再
交

付
申

請
書

運
転

経
歴

証
明

書
記

載
事

項
変

更
届

出
書

1．
新
規
申
請
　
　
２
．
再
交

付
申
請
　
　
３
．
記
載
変

更

受
付

場
所

千
葉

県
公

安
委

員
会

　
様

〒
-

写
真

 
第

１
１

号
様

式
の

３
（

第
１

９
条

の
２

第
１

項
）

 

 
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
規

則
は

、
令

和
５

年
１

２
月

１
０

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 
 

六
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三

二
二
三

二
六
五
八 

 


